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愛
媛
県
か
ら
の
事
務
・
権
限
移
譲

に
よ
り
、
平
成
21
年
４
月
１
日
か
ら
、

こ
れ
ま
で
県
が
行
っ
て
い
た
次
の
事

務
を
鬼
北
町
で
取
り
扱
う
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
詳
し
く
は
、
担
当
課
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

移
譲
事
務
に
つ
い
て

◎
環
境
保
全
課

① 

浄
化
槽
設
置
等
の
届
出
の
受
理
お

よ
び
設
置
ま
た
は
変
更
の
計
画
に

係
る
勧
告
（
建
築
確
認
に
係
る
事

務
を
除
く
）

② 

必
要
な
期
間
経
過
前
の
工
事
着
手

に
係
る
認
定
お
よ
び
通
知
（
建
築

確
認
に
係
る
事
務
を
除
く
）

③ 

浄
化
槽
法
（
以
下
法
）
第
７
条
お

よ
び
第
11
条
に
基
づ
く
法
定
検
査

結
果
報
告
の
受
理

④ 

法
第
７
条
お
よ
び
第
11
条
検
査
の

受
検
に
係
る
助
言
・
指
導
・
勧
告

⑤ 

法
第
７
条
お
よ
び
第
11
条
検
査
の

受
検
に
係
る
勧
告
に
従
わ
な
い
場

合
の
命
令

⑥ 

浄
化
槽
の
使
用
開
始
、
技
術
管
理

者
の
変
更
お
よ
び
浄
化
槽
管
理
者

変
更
の
報
告
の
受
理

⑦ 

浄
化
槽
廃
止
届
出
の
受
理

　４月１日から水道課事務所が鬼北町

役場本庁舎裏（旧愛媛県農業青年館）

に移転します。車でお越しの際は、役

場前の駐車場をご利用ください。

　なお、電話番号およびＦＡＸ番号の

変更はありません。

住　　所　鬼北町大字近永800番地１

電話番号　45－1111（代表）

　　　　　内線550～554

FAX番号　45－1110

⑧ 

浄
化
槽
管
理
者
ま
た
は
浄
化
槽
清

掃
業
者
な
ら
び
に
保
守
点
検
業
者

等
に
係
る
浄
化
槽
の
保
守
点
検
、

清
掃
ま
た
は
業
務
に
係
る
報
告
の

徴
収
・
事
務
所
等
へ
の
立
ち
入
り

検
査
・
質
問

（
浄
化
槽
法
第
７
条
要
約
）

　

浄
化
槽
設
置
後
、
浄
化
槽
管
理
者

は
、
指
定
検
査
機
関
（
愛
媛
県
に
お

い
て
は
（
社
）
愛
媛
県
浄
化
槽
管
理

セ
ン
タ
ー
）
の
行
う
水
質
に
関
す
る

検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
浄
化
槽
法
第
11
条
要
約
）

　

浄
化
槽
管
理
者
は
、
環
境
省
令
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
年
一
回
、

指
定
検
査
機
関
の
行
う
水
質
に
関
す

る
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

◎
建
設
課

　

宅
地
の
造
成
が
優
良
な
宅
地
の
供

給
に
寄
与
す
る
こ
と
の
認
定
関
係
等

に
係
る
事
務

　

愛
媛
県
で
は
、
県
政
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
へ
の
回
答
、
県
政
に
対
す

る
ご
意
見
・
ご
提
言
、
県
政
の
広
報

活
動
な
ど
を
行
っ
て
い
た
だ
く
県
政

モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

募
集
人
数　

３
０
０
人

商工会

◎新事務所

◎旧事務所

北宇和病院

鬼北町役場

中央公民館

福祉協議会

国道４４１号

近永公民館

愛
媛
県
か
ら
の

事
務
・
権
限
移
譲
に
つ
い
て

環
境
保
全
課　

内
線
３
１
２

建
設
課　

内
線
２
４
１

水道課事務所
移転のお知らせ

県
政
モ
ニ
タ
ー
の
募
集

総
務
課　

内
線
２
３
５


